
配偶者が給与所得者の場合は、配偶者のみ下表の給与所得控除をしたうえで、本人の収入金額と合算します。

なお、定職収入が給与所得以外の場合は、収入金額から必要経費を控除した額となります。

例）給与所得者（源泉徴収票の場合）

例）給与所得者以外（確定申告書の場合）

配偶者の給与所得の合算方法について

参考：日本学生支援機構 大学院第一種奨学金

※ご不明な点等ありましたら、0887-53-1113教務課安岡までご連絡ください。

本 人

支払金額
＋

配偶者

支払金額（下表で算出した金
＝ 340万円以下

配偶者

「所得金額欄」の合計
※⑥給与及び⑦雑は含まない。

＋ ＝ 340万円以下
本 人

「収入金額等」欄の合計
※(カ)給与・(キ)公的年金等も含む。
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